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令和５年度一般会計補正予算（第９号） 

事業規模        ５６４，５９３千円 

            補正予算額       ５１０，４１１千円 

       財源振替による影響額        ５４，１８２千円 

  

  うち物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額 

                        ４９０，５２７千円 

 

 

補正予算の概要 

 事   業   名 事業費（千円） 

１ 
住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援 

給付金支給事業 
３６２，５００ 

２ 保育所等給食費緊急補助事業 
１，９７３ 

（うち歳出補正予算額 1，815） 

３ 保育所等給食費軽減対策補助事業 １９，３４４ 

４ 小中学校給食費無償化等事業 
５５，１１５ 

（うち歳出補正予算額 1，091） 

５ 上水道料金免除・補助事業 １２５，６６１ 

 

 

 



 

保険福祉部 社会福祉課                  １ 

事業名 住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金支給事業 

事業費 ３６２，５００千円 

対 象 住民税非課税世帯 

目 的 
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への生活・暮らしの支援

を行う。 

内 容 
令和５年１２月１日現在愛西市に住民登録のある令和５年度住

民税非課税世帯に対して給付金を支給する。 

方 法 対象世帯に対して、１世帯あたり７万円を支給する。 

予算内訳 

 

重点支援給付金 

３５０，０００千円（７万円×５，０００世帯） 

 

その他事務費 

１２，５００千円 

 

 

保険福祉部社会福祉課 

内線：１３１ 担当：柘植 

0567-55-7115 



健康子ども部 子育て支援課                ２ 

事業名 保育所等給食費緊急補助事業 

事業費 １，９７３千円（うち歳出補正予算額１，８１５千円） 

対 象 
保育所、認定こども園、幼稚園を利用している市内在住の３

歳から５歳までの児童の保護者 

目 的 
物価高騰に直面している子育て世代の経済的負担を軽減し、

子どもを安心して育てることができるよう支援する。 

内 容 

現在、愛西市が実施している月額４，０００円（※）の副食

費補助に５００円を加えて、月額上限４，５００円とし、副食

費の保護者負担を無償にする。期間は令和６年１月から令和６

年３月までの３か月間。 

 ※令和５年４月から令和６年３月 

月額３，５００円を補助（令和元年１０月から実施している市単独事業） 

※令和５年９月から令和６年３月 

月額５００円を追加補助（地方創生臨時交付金活用事業） 

方 法 

 保育所、認定こども園、幼稚園を利用している市内在住の３

歳から５歳までの児童の保護者に対して、補助金の交付、又は

保護者負担額を免除する。 

予算内訳 

 

民間保育所・認定こども園          １，６２０千円 

幼稚園                              １９５千円 

公立保育園（佐屋中央、佐織）       １５８千円 

計                 １，９７３千円 

 

健康子ども部子育て支援課 

内線：１２１ 担当：渡邉 

0567-55-7118 



健康子ども部 子育て支援課                ３ 

事業名  保育所等給食費軽減対策補助事業 

事業費 １９，３４４千円（うち県補助 １２，８９６千円） 

対 象 市内の保育所６園及び幼保連携型認定こども園４園 

目 的 

 物価高騰の影響を受けながら利用児童に対して安定的な給食

を実施している民間保育所等を運営する事業者の負担を軽減す

ることを目的とする。 

内 容 

 

県と協調して物価高騰の影響を受けながら利用児童に対して

安定的な給食を実施している民間保育所等を運営する事業者の

負担を軽減することを目的として、１食１００円の補助を行う

（令和５年４月から９月まで実施した補助の継続事業）。 

 

〈実施期間〉 

令和５年１０月から令和６年３月までの６か月間 

 

方 法 

給食実施児童数に１食１００円を乗じた額を補助する。 

 

※幼稚園型認定こども園や幼稚園は県が直接補助 

予算内訳 

                                                        

民間保育所（６園）        １４，３８６千円                                                  

認定こども園（４園）        ４，９５８千円    

         事業費計  １９，３４４千円 

 

 

 

 

 

 

健康子ども部子育て支援課 

内線：１２１ 担当：渡邉 

0567-55-7118 

 



 

教育部 学校教育課                    ４ 

事業名  小中学校給食費無償化等事業 

事業費 ５５，１１５千円（うち歳出補正予算額 １，０９１千円） 

対 象 小中学生の保護者 

目 的 
物価高騰に直面している小中学校の児童・生徒を持つ世帯へ

の経済支援策の一つとして、給食費の負担を軽減する。 

内 容 

小中学校の給食費について、現在実施している令和６年３月

までの給食費補助事業（１食あたり 40円）に加えて、差額分（１

食あたり小学校 250 円、中学校 290 円）を令和６年１月から３

月までの期間を追加補助し無償化する。 

本事業の対象とならない児童・生徒に対しては、無償化期間

を対象に支援金を支給する。 

方 法 

小中学校給食費無償化事業 

市内小学校１２校、市内中学校６校の給食費について、令和

６年１月から３月までの３か月間無償化する。 

 

給食費等支援金事業 

病気・アレルギーへの対応等のため給食を食べることがで

きない場合や市内小・中学校以外の学校に在籍しているなど

給食費の無償化の対象とならない児童・生徒に対し、申請によ

り無償化期間中の給食費相当額の支援金を支給する。 

予算内訳 

小中学校給食費無償化事業（学校給食費負担金・保護者分） 

小学校              ３３，６１７千円 

中学校               ２０，４０７千円 

計               ５４，０２４千円 

 

給食費等支援事業（交付金） 

小学校                    ４３８千円 

中学校                    ６５３千円 

計                １，０９１千円 

教育部学校教育課 

内線：３５５ 担当：水谷 

0567-55-7136 



 

上下水道部 上水道課                   ５ 

事業名 上水道料金免除・補助事業 

事業費 １２５，６６１千円 

対 象 市内で上水道を使用する世帯及び事業者 

目 的 
 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や

事業者を支援する。 

内 容 

 市内在住の世帯及び事業者（官公庁を除く。）の上水道料金の

うち、基本料金について、これまで実施してきた令和５年８月

から１１月までの４か月間の免除に加え、令和５年１２月から

令和６年３月までの４か月間継続して免除する。 

方 法 

 愛西市が、市内水道事業者（愛西市水道事業及び海部南部水

道企業団）に対し、基本料金免除に係る負担相当額の補助金を

交付し、市内水道事業者が給水契約者の基本料金免除を行う。 

 市外水道事業者と給水契約を結ぶ者に対しては、愛西市が補

助金を交付する。 

予算内訳 

 

愛西市水道事業水道料金 

５８，８７４千円（１０，８１０戸） 

市外水道事業者契約者水道料金 

３２８千円    （５２戸） 

海部南部水道企業団水道料金 

          ６６，４５９千円（１４，２８７戸） 

計       １２５，６６１千円（２５，１４９戸） 

 

 

上下水道部上水道課 

内線５３２ 担当：渡邊 

0567-55-7146 


